
2020年 3月 17日 

株式会社すかいらーくホールディングス 

 

 

 

株主様ご優待カードの有効期限延長に関するお知らせ 

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、2019年 3月にお送りしました 2018年 12月末権利確定分

の株主様ご優待カードの有効期限を、以下の通り 2カ月間延長させていただきます。 

 

旧） 2020年 3月 31日まで 

新） 2020年 5月 31日まで 

 

現在、新型コロナウイルス対策として、店舗でさまざまな衛生対策を行っております。お客様に安心

してご来店いただけるよう、今後も取り組みを強化してまいります。 

 

以上 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

株式会社すかいらーくレストランツ お客様相談室 

電話番号：０１２０－１２５－８０７ （午前９時～午後６時） 


